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市長事務部局・教育委員会事務局 

１ 主な改編内容 

（１）地域振興部の再編 

（２）駐屯地対策室の改称 

（３）担当課長制の導入 

（４）学校教育課生徒支援係の新設 
 

２ 改編の規模                                                                                    

行政委員会（教育委員会除く）、富士大和温泉病院、企業局を除く。  

 市長部局 教育委員会 支所 

部 課 係 部 課 係 支所 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

改編後

（R8.04.01） 
１２ 66 193 １ ５ １６ ７ １４ 

改編前 

（R7.04.01） 
１２ 66 193 １ ５ １５ ７ １４ 

増減 ０ ０ ０ ０ ０ ＋１ ０ ０ 

※上記には、各課の所管施設（保育所、幼稚園、こども園等）は含んでいない。 

※支所の数（７）及び支所のグループ数（１４）には変更なし。 
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３ 改編の内容 

（１）政策推進部 

 地域政策を他の政策と一体的に推進するため、地域政策課を中山間地域振興課として政策推進部へ

移管し、現場に近い富士支所内に配置します。 

 令和７年７月の佐賀駐屯地開設に伴い、国や関係機関と連携、協議、調整を中心に行っていくため、駐

屯地対策室を駐屯地調整室に改称します。 

◆政策推進部 

現行 改編後 備考 

課の改編 

◎政策推進部 

├企画政策課 

├行政マネジメント課 

├デジタル推進課 

├ＤＸ推進課 

├男女共同参画課 

 └駐屯地対策室 

   └対策係 

◎政策推進部 

├企画政策課 

├行政マネジメント課 

├デジタル推進課 

├ＤＸ推進課 

├男女共同参画課 

├駐屯地調整室 

  └調整係 

 └中山間地域振興課  

├政策係 

   └支援係  
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（２）経済部 

 観光等のノウハウを活かし、連携して歴史まちづくりを行うため、歴史・文化課を経済部へ移管します。 

◆経済部 

現行 改編後 備考 

課の改編 

◎経済部 

├経済政策課 

├企業立地課 

├観光振興課 

└中心市街地振興室  

◎経済部 

├経済政策課 

├企業立地課 

├観光振興課 

├中心市街地振興室 

└歴史・文化課 

├政策係 

  └歴史資産活用係 

  ［佐野常民と三重津 

   海軍所跡の歴史館］  
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（３）市民生活部 

 担当課長制を導入し、市民生活課内に 2 名の担当課長を配置します。 

◆市民生活部 

現行 改編後 備考 

担当課・係の改編 

◎市民生活課 

├庶務係 

├窓口一係 

├窓口二係 

├窓口三係 

├窓口四係 

├マイナンバーカード 

基盤整備室 

├窓口業務改革推進室 

├市民サービスセンター 

├戸籍一係 

├戸籍二係 

└つくし斎場  

◎市民生活課 

├【戸籍・住民記録担当】 

├庶務係 

├マイナンバーカード 

基盤整備室 

├窓口業務改革推進室 

├戸籍一係 

├戸籍二係 

└つくし斎場 

├【窓口担当】 

├窓口一係 

├窓口二係 

├窓口三係 

├窓口四係 

└市民サービスセンター  
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（４）地域振興部 

 地域政策課を政策推進部へ、歴史・文化課を経済部へ移管します。 

 協働推進課、公民館支援課、スポーツ振興課、文化財課の 4 課となった地域振興部を、地域住民と一

体となって地域の活力を生み出す「地域共創部」に改称します。 

◆地域振興部 

現行 改編後 備考 

部の改編 

◎地域振興部 

├地域政策課  

├地域政策係 

   └中山間地域支援係  

├協働推進課 

├公民館支援課 

├スポーツ振興課 

├歴史・文化課 

├政策係 

  └歴史資産活用係 

  ［佐野常民と三重津 

   海軍所跡の歴史館］ 

 └文化財課  

◎地域共創部 

├            

├            

   └             

├協働推進課 

├公民館支援課 

├スポーツ振興課 

├            

├            

   └             

                  

                  

 └文化財課  

 

 

 

 

（５）教育部 

 生徒指導、教育相談、不登校支援の充実を図るため、学校教育課の義務教育指導係を分割し、「生徒

支援係」を新設します。 

◆教育部 

現行 改編後 備考 

課・係の改編 

◎学校教育課 

├教職員係 

├義務教育指導係 

├               

├ICT 利活用教育係 

├特別支援教育係 

└小・中学校  

◎学校教育課 

├教職員係 

├義務教育指導係 

├生徒支援係 

├ICT 利活用教育係 

├特別支援教育係 

└小・中学校  
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上下水道局 

（１）主な改編内容 

 下水道施設課に室を新設 

 

（２）改編の規模                 ※併任（雨水事業対策室）を除く。 

 現 行 改編後 差し引き 

課の数  ８  ８ ±０ 

係の数 ２４ ２５ ＋１ 

 

（３）改編の内容 

 ウォーターＰＰＰの早期実施、処理施設・肥料化施設の委託契約の見直し等の課題に対し、組織的な対応を強化

し、より効果的・効率的に課題解決に当たるため、下水道施設課内に「官民連携推進室」を新設します。 

◆上下水道局 

現行 改編後 備考 

係の改編 

◎上下水道事業管理者（局長） 

│ 

○副局長 

├総務課 

├財務課 

├業務課 

├水道工務課 

├浄水課 

├下水道工務課 

├下水道施設課 

│ ├施設計画係 

│ ├施設維持係 

│ ├整備係 

│ └               

├給排水設備課 

└雨水事業対策室（併任） 

 

〔８課１室２４係体制〕 

 

◎上下水道事業管理者（局長） 

│ 

○副局長 

├総務課 

├財務課 

├業務課 

├水道工務課 

├浄水課 

├下水道工務課 

├下水道施設課 

│ ├施設計画係 

│ ├施設維持係 

│ ├整備係 

│ └官民連携推進室 

├給排水設備課 

└雨水事業対策室（併任） 

 

〔８課１室２５係体制〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


